
１．はじめに

日本の新型コロナウイルス感染者は、令和２年９月１５日現在で総数７７,３９７人、死者１,４８１人、

一日の新たな感染者数は５３２人となっている１）。同年８月のピーク時に比し、数値は下がってき

ているものの、予断は許されない状況にある。

感染者の拡大は、学校教育においても、同年３月に全国一斉の臨時休業の措置（政府要請）

がとられるなど、子どもたちの学習機会や進路保障に与えた影響は大きい。その後、学校は再

開されたが、学校現場としては見えづらい感染症対策をしつつ、子どもたちの安全確保と学校

教育の推進の両輪を回すという、難しい舵取りを続けている。

文部科学省は、令和２年１月２８日付け事務連絡２）で、新型コロナウイルス感染症を、学校保

健安全法（昭和３３年法律第５６号）に定める第一種感染症に指定し（表１）、校長は当該感染症

に罹患した児童生徒等があるときは、治癒するまで出席停止させることができるとした。さら

に、同年２月２５日付け事務連絡３）では、児童生徒本人の感染をはじめ、濃厚接触者に特定され

た場合、教職員の感染対策、臨時休業・出席停止を指示する場合の配慮事項、医療的ケアを必

要とする幼児児童生徒への対応など、９
　

 項目に渡る対応を示している。また、同年６月２日付

けで「新型コロナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」４）を示

し、感染症対策の基本的な考えをはじめ、感染者発生時の諸対応、学習指導に係る支援、部活

動、教職員の勤務等について述べている。こうした国の動きを受け、各自治体、教育委員会も

感染症対策マニュアルを作成し学校に示してきた。

このように、極めて短時日の、また状況が目まぐるしく変化をする中で、指針等が矢継ぎ早

1―　　―

コロナ禍における学校の安全管理と学校教育への影響

コロナ禍における学校の安全管理と学校教育への影響

丸 岡 俊 之*

Influence on School Safety Management and 

School Education in COVID�１９ Pandemic

（MARUOKA Toshiyuki）

＊近畿大学教職教育部教授 〔キーワード〕コロナ禍、学校保健安全法、感染症対策、持続
的学校運営



に示されてきた。しかしながら、これらの指針等を受け、学校では日々の変化する状況に対応

できてきたのであろうか。実際に学校に在籍する児童生徒は、保護者の勤務が不規則である等、

様々な家庭環境や背景を持っているものも多く、基礎疾患や障害のある生徒等多様である。予

期しない事態が生起することは日常茶飯事であることは容易に想像がつくものである。

本稿では、新型コロナウイルス感染症対策について、教育行政としての施策を整理するとと

もに、現在の学校経営を進めている高校校長へのアンケート調査から、学校安全管理の現状と

課題を考察する。 

2―　　―

近畿大学教育論叢　第３２巻第２号（２０２１・２）

表１　学校感染症の種類（学校保健安全法施行規則第１８条）

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ
病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群（病原体がコロナウ
イルス属 SARS コロナウイルスであるものに限る。）及び鳥インフルエンザ（病原体が
インフルエンザウイルスＡ属インフルエンザＡウイルスであつてその血清亜型がＨ五Ｎ
一であるものに限る。次号及び第十九条第一項第二号イにおいて「鳥インフルエンザ

（Ｈ五Ｎ一）」という。）
※上記の他、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

第一種感染症

インフルエンザ（鳥インフルエンザ（Ｈ五Ｎ一）を除く。）、百日咳、麻しん、流行性耳
下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び髄膜炎菌性髄膜炎

第二種感染症

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜
炎、急性出血性結膜炎その他の感染症

第三種感染症



２．学校保健安全法

�　学校保健安全法改正の経緯と背景

学校教育法第１２条の「学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒

及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため健康診断を行い、その他その保健に必要な措

置を講じなければならない。」との規定を受け、学校保健安全法が定められている。

学校保健は、昭和３３年制定の学校保健法により整備されてきた。平成２０年６月、「学校保健

法等の一部を改正する法律」により、平成２１年４月学校保健安全法に改正され、第３章の「学

校安全」に関する条項が加えられたのである。したがって、この法律の学校での安全管理は、

「学校保健」と「学校安全」に大別される。

改正の背景としては、平成２０年１月の中央教育審議会答申「子どもの心身の健康を守り、安

全・安心を確保するために学校全体としての取組を進めるための方策について」５）において、
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表２　出席停止の期間（学校保健安全法施行規則第１９条）

治癒するまで第一種感染症

次に示す期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染
のおそれがないと認めたときはこの限りでない。（結核及び髄膜炎菌
性髄膜炎を除く。）
・発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日（幼児にあつては、
三日）を経過するまで。（鳥インフルエンザ（Ｈ五Ｎ一）及び新型イ
ンフルエンザ等感染症を除く。）
・特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による
治療が終了するまで。
・解熱した後三日を経過するまで。
・耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日を経過し、か
つ、全身状態が良好になるまで。
・発しんが消失するまで。
・すべての発しんが痂皮化するまで。
・主要症状が消退した後二日を経過するまで。
・病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認め
るまで。

第二種感染症

　・インフルエンザ

　・百日咳

　・麻しん
　・流行性耳下腺炎

　・風しん
　・水痘
　・咽頭結膜熱
　・結核、髄膜炎菌性髄膜炎

病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認める
まで。

第三種感染症

・第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれ
らの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行
の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれ
がないと認めるまで。
・第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者について
は、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適
当と認める期間。
・第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その
状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期
間。

その他



「近年、学校に不審者が侵入して子どもや教職員の安全を脅かす事件や、通学路で子どもに危

害が加えられる事件が発生し、大きな社会問題となっている。」「子どもの安全を脅かす事件・

事故に対応して、学校では防犯を含む生活安全、交通安全、災害安全（防災）のそれぞれの分

野について、学校内の施設設備の安全点検や、交通安全を中心とした通学路における取組など

安全管理のための取組を進めるとともに、避難訓練などを含め子ども自身に安全を守るための

能力を身に付けさせる取組が行われてきた。また、近年発生している学校への不審者侵入事件

などに対する取組が進められてきた。」などの指摘がある。実際、２００１年６月に、大阪教育大

学付属池田小学校児童殺傷事件が起きており、この事件以前にも京都市立日野小学校の児童殺

傷事件等が生起していたのである。

改正に伴い、学校保健に関しても教職員は児童生徒の健康状態の把握や必要な指導とともに、

地域の医療機関と連携した保健指導を行うとしている。また、児童生徒の安全確保のため、施

設設備の安全、点検、通学を含めた学校生活の安全に関する指導、並びに学校安全計画の策定

及び実施が求められている。

�　学校保健と感染症への対応

学校保健安全法第２章の学校保健の項目では、学校の管理運営、健康相談、健康診断、感染

症予防等が示されている。また、同法第４条から第６条においては、学校設置者の責務、学校

の衛生環境について定めている。これを踏まえ、文部科学省では、児童生徒及び教職員の健康

を保護するため、学校環境衛生基準として、学校における換気や採光、照明、保温、清潔保持

などを規定している。

また、学校保健安全法第１９条では、学校感染症による出席停止について示しており、感染症

の罹患及び疑い、恐れがある場合も校長の判断で出席停止させることができるとしている。

今般の新型コロナウイルス感染症についても同様に、同法第１９条の規定に則り、濃厚接触者

に特定された場合や、本人並びに家族に発熱等の風邪の症状が見られる場合も出席停止の措置

が必要であるとしている。さらに、現下の状況を鑑みて、子どもの罹患に対する不安を持つ保

護者から、学校を休ませたいとの申し出があった場合も、その考えに合理的理由があると校長

が判断すれば、欠席扱いをしないとする対応も可能としている。

学校保健安全法は、児童・生徒及び教職員の健康保持や安全な環境における教育活動のため

に定められたものである。したがって、同法で定められた規定に従うことは当然であるが、新
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型コロナウイルスという新たな感染症への対応にあたって、校長は出席停止、臨時休業を含め、

柔軟に判断し対応することが必要となる。そして、感染防止と併せて、感染者発生等の不測の

事態が起きた後の適切な対処によって、児童生徒及び職員の健康・安全を守ることが求められ

るのである。

３．国が示すガイドラインと感染状況

�　国が示すガイドライン等

令和２年６月２日付けで、文部科学省（事務次官通知）は学校運営の指針として「新型コロ

ナウイルス感染症に対応した持続的な学校運営のためのガイドライン」４）を示した。この中で

「学校における感染症対策の考え方」について、「長丁場に備え、手洗いや咳エチケット、換気

といった基本的な感染症対策に加え、感染拡大のリスクが高い３つの密を徹底的に避けるため

に、身体的距離の確保（ソーシャルディスタンスあるいはフィジカルディスタンス）といった

新しい生活様式に、学校を含めた社会全体が移行することが不可欠である。」とし、新型コロ

ナウイルス感染症と共に生きていく社会を前提に考えることを示唆している。

続いて、「感染者が発生した場合や児童生徒等の出席等に関する対応」については、児童生

徒及び教職員の感染、又は感染者の濃厚接触者に特定された場合の、衛生主幹部局との連携に

よる、校内消毒、感染者の行動履歴把握、濃厚接触者の特定のための調査協力について示して

いる。また、出席停止等の扱いや医療的ケアを必要とする児童生徒や基礎疾患等がある児童生

徒の欠席の扱いについても、登校すべきではないと判断した場合には、「出席停止・忌引き等

の日数」として記録することなど、具体的に示されている。

臨時休業の実施にあたっては、留意点として、①分散登校日の設定　②児童生徒等の心身の

状況の把握　③子どもの居場所の確保について示している。②については学級担任が中心と

なって児童生徒等の心身の健康状態を把握することや、③については、学校の教室の活用をは

じめ、図書館、体育館、校庭等の施設を活用するとしている。

さらに、「学習指導」については、学校からの教材の提供や、動画（オンデマンド）、オンラ

イン指導等により家庭学習を進めることや、文部科学省による児童生徒の円滑な家庭学習を支

援する教材を掲載する「子どもの学び応援サイト」の活用などを呼びかけている。その他、部

活動の実施や教職員の勤務、学校再開後の児童生徒の心身の状況の把握及び心のケア等にも触

れている。
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後に、感染者等に対する偏見や差別への対応について、断じて許されない行為であり、感

染症に対する正しい知識を基に、発達段階に応じた適切な指導を行うよう指示している。

以上のガイドラインの考えを基に、文部科学省（初等中等教育局）は「学校における新型コ

ロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル　～学校の新しい生活様式～」を作成してい

る。このマニュアルでは、より具体的な事項に渡る対策や対応が示されており、 新の知見を

反映して、令和２年９月３日時点で Ver.４６）までの改訂を重ねている。

�　児童生徒等の感染状況

同マニュアルによると、３
　

 月２日から政府の要請により全国一斉臨時休業が行われ、４
　

 月７

日の政府の緊急事態宣言などを受け、大部分の学校が５月末までの臨時休業を行った。その後、

学校は順次再開されたが、７月～８月にかけ国内の感染者数が増加したことに伴い学校関係者

の感染者数も増加している。学校が本格的に再開し始めた６月１日から８月３１日までの間、児

童生徒１,１６６人、教職員１９４人、幼稚園関係者８３人の感染が報告されている。

児童生徒の感染経路については、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の合計で、「家

庭内感染」が５６％で、特に小学校では７５％を占めている。一方で「学校内感染」は全体で１５％、

人数では１８０人、３１事例であった。ここで、「学校内感染」者の８５％は高等学校で起きているこ

とに注目したい（表３）。
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表３　児童生徒の感染状況

感染経路
不明

感染経路判明

有症状者数
感染
者数

児童生徒
（小中校） 海外からの

帰国
家庭学校外
活動交流等

学校内感染家庭内感染

１２％５１１％３９％４０２％９７５％３２３３３％１４２４２８小学校

１８％４８１％２７％１８７％１８６８％１８０５０％１３３２６６中学校

２７％１２３０％２８％３７３３％１５３３２％１４８６０％２７９４６３高等学校

２２％２０％０３３％３０％０４４％４２２％２９特別支援学校

１９％２２４１％７８％９８１５％１８０５６％６５５４８％５５６１,１６６合計

※うち重症者は０人
注）義務教育学校及び中等教育学校については、小学校、中学校、高等学校のうち相当する学校段階に振

り分けている。
出典：文部科学省　学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル（２０２０年６月１

日から８月３１日間の調査）



また、「同一の学校において複数の感染者が確認された事例」について、確認された事例は

６８件に上っている（表４）。ここでも高等学校において比較的多くの事例が発生している。こ

れは、年齢が上がるにつれ、学校内でも教員の直接的な監視下にはない行動や、自主的な活動

が増えることが考えられる。したがって、生徒自身が衛生管理についての正しい知識やスキル

を身に付け、自らが適切な行動や対応ができるよう指導していくことが重要となる。自らの健

康を守るとともに、周囲の人達の健康も守るという意識を持たせる教育が求められるのである。

４．地方公共団体等の対応

上記の国が示したガイドラインやマニュアル等を踏まえ、各都道府県の教育委員会では、そ

れぞれが対応マニュアルを作成し、所管する学校に示している。

�　新型コロナウイルス感染症対策において留意すべき６つの観点

大阪府教育庁が令和２年５月２８日 Ver.１として示した、「府立学校における新型コロナウイル

ス感染症対応マニュアル　～学校の教育活動を再開するにあたって～」７）を基に、学校の対応

について整理しておく。マニュアルでは 初に、「新型コロナウイルス感染症対策において留

意すべき６つの観点」を、次のように示し対応の基本事項を明確にしている。

①　基本的な感染症対策を徹底する。

・「感染源を絶つ」「感染経路を絶つ」「抵抗力を高める」

②　３つの密を避けることに留意する。
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表４　同一の学校において複数の感染者が確認された事例

感染者数
発生
件数

学校種
２０人以上

１０人以上
２０人未満

５人以上
１０人未満

３人以上
５人未満

２人

６％１００１３％２１３％２６９％１１１６小学校

０％０６％１２４％４１８％３５３％９１７中学校

６％２６％２１９％６２５％８４４％１４３２高等学校

０％００％００％０３３％１６７％２３特別支援学校

４％３４％３１８％１２２１％１４５３％３６６８合計

出典：文部科学省　学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル（２０２０年６月１
日から８月３１日間の調査）



・「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発生する密接場所」

③　校内の保健管理体制を整備する。

・「保健管理体制を整備」「児童生徒の健康観察」「教室及びトイレ等の環境整備」

④　日頃の連絡体制を構築する。

・発熱、風邪症状の把握や健康管理につき、家庭等と適切に連携できる体制構築

⑤　心の健康問題に適切に対応できる体制を構築する。

・学習不安、感染症不安の児童生徒を把握し、心のケアを適切に実施する。

⑥　新型コロナウイルス感染症に関わる偏見や差別を生起させない体制を整備する。

・感染者、濃厚接触者、医療従事者の家族等への偏見差別を許さず、正しい知識に基づい

た指導を行う。

以上の６点である。

①の「感染源を絶つ」については、「発熱等がある場合は休ませる」「登校前の健康観察の徹

底」「登校後の発熱等の場合も帰宅させる」を徹底するとしており、健康観察については、「健

康観察カード」などの活用を奨めている。また、「感染経路を絶つ」ポイントととして、「手洗

い」「咳エチケット」「消毒」の３点の指導徹底を行い、「十分な睡眠」「適度な運動」「バラン

スの取れた食事」を心がけ、「抵抗力を高める」よう指導するとしている。

②の３つの密を避けることについては、「３密」が集団感染のリスクを高めることを理解さ

せ、正しいマスクの着用指導、相互の距離を空ける、換気、間近の会話を避ける等、児童生徒

が自ら感染リスクを理解し行動するよう促している。

③の保健管理体制については、学校三師（学校医師、学校歯科医師、学校薬剤師）等と連携

し、学校保健計画の策定、学校保健にする校内組織の整備をはじめ、校内の学習環境が適切に

保たれているかをチェックするよう求めている。

④では、児童生徒に緊急の事態が生起した時を想定し、保護者への連絡が迅速かつ正確に取

れるよう、複数の連絡先を確保するよう示している。

⑤は、スクールカウンセラーとの連携や教育相談室等の充実を図ることを前提としつつ、全

教職員が児童生徒の状況観察を十分に行っていくことを求めている。

⑥の偏見差別は、人権侵害であることを銘記し、SNS 等での不用意な発言にも注意し、教員

側も児童生徒から相談を受ければ、学校として組織的に対応するよう示している。
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　これらの項目は、感染症対策の基本事項である。その他、重症化リスクの高い児童生徒の対応

や、保護者からの感染不安の相談等にも応じなければならない。また、教職員自身の健康管理と

ともに、感染症対策についても学校の集団感染の発生を防ぐ観点から徹底しなければならない。

感染症対策は教職員が中心になって進めていることから、過度な負担から疲れを生むことが

ないよう、適切に休みが取れる環境を作ることが求められる。職員室等の職場環境についても、

教員同士の間隔確保や時間分散勤務等により、過密状況を緩和するなどの工夫が求められると

ころである。

�　具体的な活動場面ごとの感染症予防対策

各教科における「感染症対策を講じてもなお感染リスクが高い学習活動」として以下の５点

を挙げ、「接触」「密集」「近距離、向かい合っての活動」を可能なものは避け、一定の距離確

保、方向、回数や時間の絞り込み等を指示している。

１）各教科のグループワークやグループ活動、ディスカッション等

２）音楽の合唱、リコーダー等の活動

３）家庭科等生徒が近距離で活動する調理実習

４）美術工芸等の近距離での共同制作等

５）理科における実験や観察

さらに、体育については実技指導を伴う授業を行うことを前提としながらも、競技内容につ

き十分な感染症対策を講じ、特に身体接触や人と人とが接近する運動に特に注意を促している。

これらは一斉登校が始まった、６
　

 月１５日以降は、十分な感染症対策を講じて、通常通りの授業

を行って良いものと示している。

併せて、体育館の換気（２方向以上の窓等を開放する）、相互の距離（２m 以上）を空ける

よう指示し、かつ熱中症対策も行うよう示している。

その他、学校行事や体育祭・文化祭、修学旅行、部活動、食堂の利用、図書館、清掃活動等

細部にわたって指示をしている。

また、令和２年８月２５日 ver.２では、「児童生徒等に対する学びの保障について」が追加され、

オンライン授業の活用や、別教室の活用等について提案されている。大会やコンクールの参加、

練習試合や合宿等の対応について追加をしている。

これらは、具体的な対応状況を見る必要がある。指示はあっても、実際に学校の置かれてい
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る状況は学校数だけ存在するものである。

実際に学校では、どのように取り組まれているのかを調査結果をもとに検証する。

５．学校へのアンケート調査の実施

新型コロナウイルス感染症が日々拡大する中、学校は児童生徒や教職員の健康・安全を守り

つつ、学校教育を進めるという、困難な舵取りを委ねられている。

表３、表４に見られるように、学校内での感染や同一校での感染の比率が他校種に比して多

く報告されている高等学校に着目し、大阪府内の公立高等学校の校長あてに、以下のとおりア

ンケート調査を依頼し、２０校から得られた回答を基に分析を行った。

�　調査方法

①調査名　　コロナ禍における学校安全の取り組みに関する調査

②調査対象　大阪府内公立高等学校校長

③調査形式　調査用紙によるアンケート調査

④実施期間　令和２年８月３０日～９月１８日

⑤回収数　　２０校（普通科１３校、総合学科２校、専門学科５校）

�　調査の結果

①　感染経路を絶つための対策について

標記の対策につき、各校の取り組みを問うたが、図１の通り各校ともマスクの着用の徹底や

手洗いのための環境整備をはじめ、教室の換気や消毒等の対策も講じられている。ただし、教

室は、全員が入室し授業を行うことはマニュアルを踏まえての対応であり、収容生徒数の制限

はほとんどの学校で特に講じていない。その他の１件は、「教室以外の施設での活動人数は定

員の半分程度とする」であった。

②　生徒の健康観察の対応について

健康観察は学校側と生徒の相互協力によりすすめていることがわかる。

その他の２件は、「検温、体調についてオンラインで毎朝報告」「Classi（学校支援サービス）

で毎朝アンケートを配信し、発熱、体調の変化等の内容を入力させる。」である。
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図２の結果を見ると、「健康観察カード」を約半数の学校が活用しており、その他の２校を

含め半数以上の学校で何らかの記入、入力による確認等、丁寧な対応をしていることが分かる。

あとは生徒の自主的検温の指導にとどめているところ、担任が口頭確認しているところが、そ

れぞれ約１/４となっている。

③　具体的な教育活動における対策について

具体的な授業の対応についての調査結果である。

１）生徒が近距離で対面するグループワークやディスカッション等の授業形態について

各校とも、授業におけるアクティブラーニングを進めている中で、グループワーク等は有効
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図１　感染経路を絶つための各校の対策

図２　生徒の健康観察の対応



な手法の一つとして活用されているところである。生徒同士が、お互いの意見を交換したり、

相手の意見に自分の意見を重ねていくときに、どうしても近距離で向かい合い話すことになる。

結果は、図３のとおりで、マスクの着用を前提として、特に制限なしが３割強で、一定の措置

を取り対応している所が半数を超えている。

２）音楽の合唱やリコーダー等飛沫が懸念される授業形態について

図４の通り、音楽の活動には慎重に取り組んでいることが分かる。実施していない学校が約

１ / ３で、実施しても距離を空ける等の慎重な対応をしている。その他は、音楽授業がない学

校だった。

３）家庭科の調理実習等、生徒同士が近距離で活動し食べ物を扱う授業の形態について

図５の結果から、この授業は慎重に対応していることがわかる。その他の１件は、作ったも

のは持ち帰らせ、その場で食することはしていない。 
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図３　グループワーク等の授業形態の実施

図４　音楽の合唱、リコーダー等の授業の形態



４）理科の実験等の生徒同士が近距離で活動する授業の形態について

図６の通り、理科の実験については、各校の対応は分かれている。特に制限していない学校

は約１/３で、現状やめているところも１/４程度となっている。その他の１件は、科目により

対応を変えているとのことであった。

５）体育の身体接触の多い競技（バスケット・サッカー・柔道等）の授業の形態について

図７のとおり、教育委員会が示している指針等に基づき、部屋の換気や競技時間の短縮など

の措置をとりながら進めているところが大半であった。 
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図５　家庭科の調理実習等の授業の形態

図６　理科の実験等の授業の形態



④　授業の方法で、オンライン授業やオンデマンド授業の実施状況について

図８の通り、オンライン等（オンデマンド型が主）の授業は、試行実施を含めると、８
　

 割の

学校で取り組まれており、こうした授業の有効性を学校が認識していることが分かる。準備は

していても実施に至ってないところもあるが、ICT 等の環境整備等の支援とともにコロナ禍の

長期化を視野に多様な授業ができる態勢づくりが望まれるところである。

⑤　基礎疾患、持病、既往症等、感染リスクの高い生徒への対応について

大阪府が示すマニュアルにも、「主治医の見解を保護者に確認の上、登校の判断をする」と

なっており、図９の結果が示す通り各校とも保護者や医療関係者の意見を尊重している。

標記の理由により登校ができない場合は、国等の通知通り「出席停止」の扱いをしている。 
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図７　体育の身体接触の多い競技の授業の形態

図８　オンライン等の授業の取り組み状況



⑥　学校行事の扱いについて

１）修学旅行の実施について

修学旅行について、大阪府が示したマニュアルでは、「マスク着用」「乗車中の会話は慎む」

「換気」「手洗い」等の感染症対策を講じることを前提に、実施の判断は学校に任せている。特

に目的地が海外の場合は、渡航先の感染状況や外務省の海外安全情報等を確認するよう促して

いる。各校の対応を以下に示す。

図１０の通り、対応は様々であり、対応に苦慮していることが浮き彫りになっている。当初の

計画通りに実施できた学校はほぼなかったが、中止とするところもなかった。何とか実施にこ

ぎつけたいという思いが伝わってくる。その他の８校の主な考えは、「当初の日程・目的地双
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図９　基礎疾患等の感染リスクの高い生徒への対応

図１０　修学旅行実施の対応



方を変更して実施する予定」が６校、代替案を検討中が１校、実施済が１校であった。

２）体育祭・文化祭等の学校行事の実施について

学校行事の実施で、体育祭や文化祭については、相当に苦慮しているようだ。図１１の結果の

通り実施の中止が２校、来場者制限や演目縮小などの対策を講じての実施が１１校で、予定通り

実施する所は無かった。その他の７校については、「文化祭は中止、体育祭は縮小して実施」

（４校）、「体育祭は中止、文化祭は縮小等で実施」（２校）、「代替案を検討中」（１校）と対応

は一律ではない。

その他の行事では、海外研修等は中止、定期演奏会や芸術鑑賞等の３密になる場合の中止等

である。遠足等は時期を変更するなどしての実施が多い。

⑦　家族に感染者がいることや保護者が医療関係者等による偏見差別への対応について

感染症に対する正しい知識や情報を正確に生徒に伝えていくとともに、立場に関係なくすべ

ての人々が現下の難事に立ち向かっていくときであると指導することが基本である。児童生徒

自身が罹患者になる場合も出ている。子どもたちが人権侵害の被害者にも加害者にもなること

のないよう、生徒の状況を正確に把握し、適切な指導、対処が求められる。 
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図１１　学校行事の対応



⑧　コロナ禍に対応する中、 も憂慮していることや課題点について（自由記述）

２０名の校長による標記課題についての自由記述である。記述の内容を KHCoder に読み込み、

サブグラフ検出を行い、結果を図１３に示した。分析対象テキストからの総抽出語数９４７、うち

分析に使用する語数４４６、語のカウント数である異なり語数２９５、うち分析対象となる使用語数

２２２であった。また、意見の頻出語（頻度６以上）を表５に示した。
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図１２　偏見・差別への対応

表５　コロナ禍で も憂慮していることや課題点の自由意見頻出語

頻度頻出語頻度頻出語

７実施１９生徒

６感染１２行事

６教育１１学校

６出る８授業

６対応７活動



結果から、生徒の学習機会の保障や学校行事、教育活動の実施の見通しに強い憂慮を抱いて

いることが分かる。また、生徒等の中から陽性者が出た場合の情報管理や不安に思う生徒等の

心身のケア、オンライン授業実施上の学習環境整備にも懸念を抱いている。大きな行事の一つ

である修学旅行では、感染者が出た場合のキャンセル料の支払い対応も課題になっている。休

業措置を取った場合、その分の日数確保が求められるが、これも困難をきたしている現状にあ

る。なお、その後大阪府では修学旅行のキャンセル料について公費負担することを示している。

⑨　コロナ禍にあって学校教育を円滑に進めるための要望について（自由記述）

２０名の校長による、標記要望についての自由記述の内容を KHCoder に読み込み、サブグラ
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図１３　コロナ禍で も憂慮していることや課題点の意見サブグラフ



フ検出を行い、結果を図１４に示した。分析対象のテキストからの総抽出数８２６、うち分析に使

用する語数３６８、語のカウント数である異なり語数３１４、うち分析対象となる使用語数２１８であっ

た。また、意見の頻出語（頻度４以上）を表６に示した。

結果から、学校管理機関からの迅速かつ明確な判断基準の提示や、目まぐるしい状況変化に

学校判断で対応できる裁量権を望む声が多い。また、罹患者が出た場合の臨時休業措置をめ

ぐって、学校と保健所と教育庁の円滑な連携により学校教育への影響を 小限にとどめていき

たいという要望も強い。

コロナ禍と一定共存していくことの条件整備が必要であるとして、オンライン授業の研修や

環境整備、さらに１学級の３０名定員への見直しなどの声も上がっている。授業補填に土曜日等

を活用することが多く、教員の負担が大きくなっており、これらの軽減措置も要望に上がって

いる。さらに、教員の感染症対策の観点からも集合型研修の改善を求める声もある。

修学旅行をはじめとした学校行事については、実施前に１人でも感染者が出ればキャンセル

料が発生するリスクへの懸念が大きかった。教員の勤務については、半日在宅勤務ができるな

ど柔軟な活用方法の導入の検討も求められている。また、長期休業や臨時休業等により授業日

数の確保は限界に来ていると感じており、教育活動の内容重視の観点による特例措置の検討も

望んでいる。また、他校の対応状況などの情報を即座に入手できる Web サイトを、教育庁の

イニシアティブで開いてほしいと言った声も上がっている。 
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表６　学校教育の円滑な進行のための要望の自由意見頻出語

頻度頻出語頻度頻出語

５感染１１学校

５教育庁９対応

５教員７授業

５生徒６実施

４判断５オンライン



６．おわりに

令和２年３月上旬の全国学校一斉休業から半年以上が経った。この間、４
　

 月上旬から５月に

かけ急増した国内の感染者数は、６
　

 月に沈静化したかに見えたが、７
　

 月から８月にかけ、以前

にも増し急増した。６
　

 月１５日から通常授業に入った学校の不安は極めて大きいものがあったと

推察される。その後の経済活動や人の移動が始まったことに伴い、一定の感染者は発生し続け

ている現状にある。

歴史を遡れば、スペイン風邪やペストなど、人類は感染症との対峙を繰り返してきている。

その際得られた教訓は大きく、これらの経験から生まれた知見を踏まえた理解と感染症への対

策を進めて行くことが基本と考えられる。公益財団法人日本学校保健会がまとめた「学校にお
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図１４　学校教育の円滑な進行のための要望の意見サブグラフ



いて予防すべき感染症の解説」８）では感染症に関する基本的理解を次のように示している。「ウ

イルス、細菌、真菌などの微生物が、宿主の体内に侵入し、臓器や組織の中で増殖することを

感染といい、その結果、生じる疾病が感染症である。感染症が発生するには、その原因となる

病原体の存在、病原体が宿主に伝播する感染経路、そして病原体の伝播を受けた宿主に感受性

があることが必要となる。病原体、感染経路、感受性宿主の三つを、感染症成立のための三大

要因という。感染の予防対策として、消毒や殺菌等により感染源をなくすこと、手洗いや食品

の衛生管理など周囲の環境を衛生的に保つことにより感染経路を遮断すること、栄養バランス

がとれた食事、規則正しい生活習慣、適度な運動、予防接種などにより体の抵抗力を高める

（感受性対策）ことが、感染症対策の重要な手段となる。」と。これらは、マニュアルにも示さ

れた基本的な感染症対策の冒頭に出てくるものであり、改めてこの三大要因についての理解の

徹底が求められるところである。

この間、学校ではマスク着用、手洗いの励行、会話時の間隔、消毒など、感染経路を絶つ取

り組みが進められ、生徒間にも定着してきていることは、調査結果を見ても分かるところであ

る。一方で、感受性対策について、抵抗力を高める取り組みも重要であり、食育指導をはじめ、

生徒の健康増進に向けた保健指導、精神的ストレスや閉塞感の軽減にむけたスクールカウンセ

ラー等との連携による教育相談機能の充実等、心身に渡る健康のためにさらなる指導を願うと

ころである。

加えて、調査結果の要望に上がっていた、「他校の対応状況などの情報を即座に入手できる 

Web サイトの設定」の考えにも注視したい。筒井康子ら（２０１１）は、「２００９年２月にメキシコ

で発生した新型インフルエンザＡ（H１N１）は、世界中に感染拡大し、同年５月には日本でも

発生した。新型インフルエンザは、新しい感染症であったため、多くの情報が氾濫し、混乱と

不安を招いた。特に、免疫機能が未熟な子ども達が集団生活を送る学校は感染症に対してハイ

リスクである。そこで、本研究では、養護教諭が子ども達を新型インフルエンザから守るため

にどのような対応を行ったのか、今回の経験から何を得たのか、その実態を調査した。その結

果、養護教諭は種々の方法で知識を習得し、それを関係者に発信し、知識や情報を共有してい

たことがわかった。」９）と述べている。このように得られた知識等を即座に共有する仕組みを

作っていくことが、学校安全管理者にとって有効であることが分かる。

大阪府が示している対応マニュアル Ver.２（令和２年８月２５日）７）では、新たに「学びの保

障」についての記述が加えられており、オンライン授業や動画配信の活用、双方向の課題のや
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りとりができるよう呼びかけている。さらに濃厚接触者であることや感染不安により登校でき

ない児童・生徒に対して、オンライン等の活用による家庭学習が指導計画を踏まえ、その成果

が確認できれば、学校における学習評価に反映するとしている。調査結果から、各校はオンラ

イン授業等には積極的であることから、教育行政の立場からも学習環境の整備への支援を願い

たいところである。

オンラインの活用は、コロナ禍によりやむなく始まったと考えるのではなく、在宅学習支援

や反転学習への活用、迅速な学習評価による授業改善など多くの利点を持っている。また、校

長の意見に、コロナ感染症に対しては中長期的視点で対応してく必要があるとあったが、オン

ライン等の活用の環境整備は今後さらに重要度を増すものである。

本稿では、コロナ禍における学校安全管理について、今なお進行している感染拡大の中に

あって、教育行政側の発信と、受け手の学校の対応について、調査結果も踏まえながら現状と

課題について述べてきた。まだまだ先が見通せない状況下にあって、児童生徒の健康安全を重

視し、懸命に取り組まれていることに深く敬意を表したい。

コロナ禍への対処は続くが、この取り組みが新たな学校教育の価値を生むことを期待したい。
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